
　　　その就任を承諾した。

　　　理　事　　　　　　　　　　　　　　（　　　　株式会社　代表取締役）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（有限会社　　商店　代表取締役）

　　　監　事

　　　第１５号議案　字句の一部修正委任の件

　　　　議長から組合設立認可申請に当って、本文の趣旨に反しない字句の修正を

　　　発起人に一任することを諮ったところ、満場異議なく可決決定した。

　　以上をもって創立総会の議案全部の審議を終了したので閉会を宣し解散した。

　　時に　　　時　　　分であった。

　　上時議事の経過を明らかにするため、議長並びに出席発起人議事録を作成し、

　次に記名捺印する。

　　　平成　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　協　同　組　合

　　　　議長　設立発起人代表　　　　　　　　　　株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　設立発起人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（注）（１）発起人中法人の代表者は必ず印鑑は代表者印とすること。

　　　（２）各頁の上部余白部分に発起人全員の印を捨印するとともに、各頁ごとに
　　　　　　割印を押すこと。
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